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(57)【要約】
【課題】動脈瘤内でより安定して着座することが可能な
生体内留置部材および該生体内留置部材を有する血管閉
塞用具を提供すること、更には、この様な生体内留置部
材を簡便に作製することが可能な製造方法を提供するこ
と。
【解決手段】生体内留置部材の製造方法であって、金属
の線材を巻きまわし、一次コイルを形成する工程、一次
コイルを中空状の鋳型内に挿入する工程、一次コイルお
よび、または鋳型を加熱する工程、を実施することを特
徴とする生体内留置部材の製造方法。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内留置部材の製造方法であって、
　金属の線材を巻きまわし、一次コイルを形成する工程、
　一次コイルを中空状の鋳型内に挿入する工程、
　一次コイルおよび、または鋳型を加熱する工程、
　を実施することを特徴とする、生体内留置部材の製造方法。
【請求項２】
　中空状の鋳型の内部形状が、全体として三次元形状を有していることを特徴とする、請
求項１に記載の生体内留置部材の製造方法。
【請求項３】
　前記三次元形状が、略球形であることを特徴とする、請求項２に記載の生体内留置部材
の製造方法。
【請求項４】
　前記三次元形状が、ソリッド形状であることを特徴とする、請求項２又は３に記載の生
体内留置部材の製造方法。
【請求項５】
　前記三次元形状が、折り曲げたチューブの内部ルーメンにより形成されていることを特
徴とする、請求項２～４の何れか１項に記載の生体内留置部材の製造方法。
【請求項６】
　一次コイルおよび、または鋳型を加熱する工程の後に、更に鋳型から一次コイルを取り
出す工程を実施することを特徴とする、請求項１～５の何れか１項に記載の生体内留置部
材の製造方法。
【請求項７】
　一次コイルおよび、または鋳型を加熱する工程において、該一次コイル内部に伸張防止
用部材が挿入されていることを特徴とする、請求項１～６の何れか１項に記載の生体内留
置部材の製造方法。
【請求項８】
　鋳型が、連通する２以上の開口部を有していることを特徴とする、請求項１～７の何れ
か１項に記載の生体内留置部材の製造方法。
【請求項９】
　鋳型が金属又は耐熱性ガラスを用いて形成されていることを特徴とする、請求項１～８
の何れか１項に記載の生体内留置部材の製造方法。
【請求項１０】
　前記耐熱性ガラスが石英ガラスであることを特徴とする、請求項９に記載の生体内留置
部材の製造方法。
【請求項１１】
　前記加熱が、赤外線集光型加熱炉による加熱であることを特徴とする、請求項１～１０
の何れか１項に記載の生体内留置部材の製造方法。
【請求項１２】
　前記加熱が、一次コイルを直接加熱するものであることを特徴とする、請求項１～１１
の何れか１項に記載の生体内留置部材の製造方法。
【請求項１３】
　前記加熱が、減圧下、不活性ガス雰囲気下又は還元性ガス雰囲気下で行われることを特
徴とする、請求項１～１２の何れか１項に記載の生体内留置部材の製造方法。
【請求項１４】
　前記不活性ガスがヘリウム、ネオン、アルゴン、窒素、クリプトン、キセノンから選択
される１以上のガスであることを特徴とする、請求項１３に記載の生体内留置部材の製造
方法。
【請求項１５】
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　前記還元性ガスが水素であることを特徴とする、請求項１３に記載の生体内留置部材の
製造方法。
【請求項１６】
　金属の線材を巻きまわして形成される一次コイルと、
更に、付与された二次形状として、全体としてソリッド状の三次元形状を有していること
を特徴とする生体内留置部材。
【請求項１７】
　請求項１～１５の何れか１項に記載の生体内留置部材の製造方法で製造され、
金属の線材を巻きまわして形成される一次コイルと、
更に、付与された二次形状として、全体としてソリッド状の三次元形状を有していること
を特徴とする生体内留置部材。
【請求項１８】
　請求項１６又は１７の何れか１項に記載の生体内留置部材を有して形成されていること
を特徴とする血管閉塞用具。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動脈瘤内で安定して着座可能な生体内留置部材およびその製造方法、並びに
生体内留置部材を有する血管閉塞用具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人体には、様々な管状器官が存在し、外部からの手術では到達不可能な場合、あるいは
、外部からの手術が複雑である場合などは、管状器官を通じて内部から患部に到達し、拡
張具、閉塞具などを留置し、治療を行うという方法がとられてきた。例えば、血管にでき
た動脈瘤を治療するとき、カテーテルを血管内に通して動脈瘤に誘導し、そのカテーテル
を通して金属コイル等を動脈流内に挿入し、動脈瘤内を金属コイル等で埋めて血栓を作ら
せ、血液の流入を防いで動脈瘤の破裂を防止する方法が採用されている。
【０００３】
　血管閉塞用の金属コイルは、白金等の線材をコイル状に成形して一次コイルとし、この
一次コイルを更にコイル状に成形して二次コイルとした、いわゆるダブルコイルからなる
ものが知られている。このコイルは、一次コイルを直線状に伸ばした状態でカテーテル内
に挿入し、管状器官内に押し出された際に、二次コイル形状に復帰する。したがって、こ
のコイルは、上記のように動脈瘤内を閉塞したり、あるいは大量の出血を防止するために
血路を閉塞したりするのに用いられている。
【０００４】
　例えば特許文献１には、導電性ワイヤと生体に接続する対極との間に外部から電力を供
給し、生体内留置部材とデリバリー用ワイヤの間にある接続部材を分解・溶断し血管を閉
塞するデバイスが開示されている。
【０００５】
　このような血管閉塞用コイルを用いた最近の動脈瘤治療では、施術後の経時的な形状変
化によって動脈瘤内に隙間が生じ、再開通が生じる事（コンパクション）を防止するため
に、留置操作時において適応部位のコイル占有率（動脈瘤容積に対するコイル占有率）を
可及的に高めることが行われている。コイル占有率を高める方法としては、まず動脈瘤の
内腔の直径とほぼ同等のサイズのコイルを留置し、続けて複数のコイルを動脈瘤の中心部
に向かって留置する方法が挙げられる。
【０００６】
　しかしながら、治療されるべき動脈瘤の形状は様々であり、球形のものや楕円球形のも
の、二瘤状のものや瘤から別の血管が分岐しているものなどがある。中でも動脈瘤の直径
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に対して、母血管との境目すなわちネック開口部が広いワイドネック動脈瘤と呼ばれるタ
イプはコイルを留置する際、ネック開口部が広いため母血管にコイルが飛び出しやすくコ
イル占有率を高めることが困難である。
【０００７】
　これに対し、特許文献２には可撓性材料からなるストランドを直交形状のマンドレルに
巻き付けて成型することにより、３次元直交形の作用形態をとるコイルが開示されており
、これにより解剖学的腔を満たす方法が開示されている。しかし、この場合は複雑な形状
に巻き取る作業と、更にこれをほどく作業が必要となる為、製造が煩雑となるという問題
がある。また、一次コイルの巻きはじめ部分をマンドレル上に固定し、その上に次々と一
次コイルを巻き取るため、一次コイルを傷めやすいという問題がある。更に、この様にし
て製造されたコイルはコンパクションが改善されるものの、未だその程度は十分なもので
はなかった。
【特許文献１】特表平８－５０１０１５号公報
【特許文献２】特表２００４－５００９２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来の技術が有する上記課題に鑑みてなされたもので、動脈瘤内でより安定
して着座することが可能な生体内留置部材および該生体内留置部材を有する血管閉塞用具
を提供すること、更には、この様な生体内留置部材を簡便に作製することが可能な製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は鋭意検討した結果、生体内留置部材の製造方法であって、
　金属の線材を巻きまわし、一次コイルを形成する工程、
　一次コイルを中空状の鋳型内に挿入する工程、
　一次コイルおよび、または鋳型を加熱する工程、
　を実施することを特徴とする、生体内留置部材の製造方法を提供した。これによれば、
動脈瘤内でより安定して着座することが可能な生体内留置部材、血管閉塞用具を、簡便に
作製することが可能となる。
【００１０】
　また、中空状の鋳型の内部形状が、全体として三次元形状を有していることを特徴とす
る、前記生体内留置部材の製造方法を提供した。これによれば、特定方向に圧縮されにく
くコンパクションが低減された生体内留置部材が得られる。
【００１１】
　また、前記三次元形状が、ソリッド形状であることを特徴とする、前記生体内留置部材
の製造方法を提供した。これによれば、中実である為に更にコンパクションが低減され、
また、その後に挿入する第２、第３のコイルが絡み易く、これらが動脈瘤から飛び出すこ
とを低減可能な、厳しい症例においても動脈瘤内で安定して着座することが容易となる生
体内留置部材が得られる。
【００１２】
　また、前記三次元形状が、折り曲げたチューブの内部ルーメンにより形成されているこ
とを特徴とする前記生体内留置部材の製造方法を提供した。
【００１３】
　また、金属の線材を巻きまわして形成される一次コイルと、
更に、付与された二次形状として、ソリッド状の三次元形状を有していることを特徴とす
る生体内留置部材を提供した。これによれば、該生体内留置部材が中実である為に更にコ
ンパクションが低減され、また、その後に挿入する第２、第３のコイルが絡み易く、これ
らが動脈瘤から飛び出すことを低減可能であり、厳しい症例においても動脈瘤内で安定し
て着座することが容易となる。
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【００１４】
　また、前記生体内留置部材を有して形成されていることを特徴とする血管閉塞用具を提
供した。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の生体内留置部材の製造方法によれば、ワイドネック動脈瘤等の留置が困難な症
例においても動脈瘤内により安定に着座させることが可能な生体内留置部材および該生体
内留置部材を有する血管閉塞用具を、より簡便に効率よく製造することが可能となる。
【００１６】
　また、本発明の生体内留置部材は、動脈瘤内でより安定に着座させることが可能で、特
に、中実なソリッド状の三次元形状を有する形態としたときには、その後に挿入する第２
、第３のコイルが絡み易く、これらが動脈瘤から飛び出すことを低減可能で、更にはコン
パクションの発生を低減することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明するが、本発明はこれに限定され
るものではなく、発明の主旨を損なわない範囲で適宜変更して実施することが可能である
。
【００１８】
　（血管閉塞用具）
　図１に本発明の血管閉塞用具の一例の概略図を示す。血管閉塞用具１は、通常、生体内
留置部材２およびデリバリーワイヤー３を有して形成される。また、図２は、血管閉塞用
具１を構成する生体内留置部材２について、二次形状を付与する前の状態（或いは二次形
状を解いた状態）の一次コイル５の断面図を示したものである。
【００１９】
　生体内留置部材２は、線材６を巻きまわしして形成した一次コイル５を備える。生体内
留置部材２を形成する線材６の材質としては、例えばプラチナ（白金）、タングステン、
金、タンタル、イリジウム、チタニウム、ステンレスおよびそれらから任意に選択された
合金を用いることが可能であるが、特に、生体適合性の観点から白金合金、さらには、プ
ラチナとタングステンからなる合金が好ましい。
【００２０】
　また線材６の断面形状は、図２に示すような円形に限定されるものではなく、楕円形や
四角形、三角形などの様々な形状も適用できるが、加工の容易さから円形が好適である。
線材６の直径はφ０．０３０ｍｍから、φ０．１００ｍｍが好適であり、さらに線材６を
巻きまわして形成した一次コイル５の外径はφ０．２５０ｍｍから、φ０．５００ｍｍが
好適である。
【００２１】
　また、一次コイル５は、図２に示すように基端４及び末端９を連通する内腔部７を有し
、また必要によりその内腔部７に伸張防止用部材８を備えることもできる。伸張防止用部
材８は、単線、拠り線何れでもよく、各種形状のものを用いることが可能であり、例えば
、ワイヤー状を取り得る。
【００２２】
　伸張防止用部材８を構成する材質としては、例えばプラチナ（白金）、タングステン、
金、タンタル、イリジウム、チタニウム、ステンレスおよびそれらから任意に選択された
合金およびポリエチレン、ポロプロピレンなどから選択されるポリマーなどを用いること
ができる。
【００２３】
　伸張防止用部材８は、その一端が一次コイル５の一端と直接的又は間接的に接合され、
その他端が一次コイル５の他端と直接的あるいは間接的に接合される。図２では、伸張防
止用部材８が末端９側においてその丸く形成された頭部に固定され、一次コイル５に対し
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間接的に接合されている。一方、図２の基端４側において伸張防止用部材８は一次コイル
５に対し固定されていないが、実際には後述の様に、一次コイル５の基端４にデリバリー
ワイヤー、或いはその末端に取り付けられた部材が固定されて固定部３ａを形成する際な
どに、それらの間に挟み込んで固定するなど（必ずしも挟み込む必要はなく、一次コイル
５に対し直接的あるいは間接的に接合されていればよい）、各種方法で固定される。
【００２４】
　一次コイル５の末端側９は、生体を傷つけないように、溶接、ロウ付け等により丸く加
工してあることが好適である。一方、その基端側４はコイルを送達するためのデリバリー
ワイヤー３の末端に種々の方法で装着される。装着方法については特に限定しないが、特
表平５－５００３２２号にはデリバリーワイヤーの先端部にステンレス鋼を介して接続さ
れる手段や、特許第２８８００７０号には導電性ワイヤー先端部に熱可溶性のポリビニー
ルアルコールからなる接続部材を用いた手段が開示されており、これらの方法を必要に応
じ適宜採用することができる。
【００２５】
　また、本発明の生体内留置部材は、一次コイル５に対し、二次形状が付与されているこ
と、特に全体として三次元形状が付与されていることが好ましく、更に全体として略球形
及び／又はソリッド状の三次元形状に形成されていることがより好ましい。ここで、「全
体として」とは、二次形状を形成する一次コイル５の各部分は各種配置を取り得るが、そ
の各部分が連続して集まって形成される外観形状自体に着目することを意味する。また、
ここで「ソリッド形状」又は「ソリッド状」とは、前記一次コイルにより形成される生体
内留置部材の外郭部に加え、その外郭部に囲まれた内部側にも種々の位置に一次コイルが
配置された形状であることを意味し、本発明では、このような構造を中実な形状とも称す
る。このように、ソリッド形状を有する生体内留置部材は、外郭に加え、その内部にも広
がりのある中実な形状を有したものである。また、「外郭」ないし「外郭部」とは、二次
形状を付与した状態で、動脈瘤内壁と接触しうる部分を意味する。
【００２６】
　更に、生体内留置部材は、その形状が記憶されていることが好ましい。これにより、生
体内留置部材は、血管内に通して動脈瘤に誘導したカテーテル内を通す際には一次コイル
が直線状に伸びた状態にあり、カテーテルから放出され動脈瘤内に挿入されると、直ちに
もとの記憶された二次形状に復元し、動脈瘤内に安定して着座することができる。
　また、生体内留置部材に記憶された形状が全体として三次元形状であることにより、特
定方向に圧縮されにくくコンパクションを低減可能となる。特に、全体としてソリッド状
の三次元形状が記憶されている場合には、中実である為に更にコンパクションが低減され
、また、その後に挿入する第２、第３のコイルが絡み易く、これらが動脈瘤から飛び出す
ことを低減可能であり（特にワイドネック動脈瘤等で有効となる）、厳しい症例において
も動脈瘤内で安定して着座することが容易となる。
【００２７】
　（生体内留置部材の製造方法）
　本発明の生体内留置部材の製造方法は、
　金属の線材を巻きまわし、一次コイルを形成する工程、
　一次コイルを中空状の鋳型内に挿入する工程、
　一次コイルおよび、または鋳型を加熱する工程、
　を実施することを特徴とするものである。
【００２８】
　一次コイルを形成する工程では、適切なサイズの芯材の周りにプラチナ（白金）、タン
グステン、金、タンタル、イリジウム、チタニウム、ステンレスおよびそれらから任意に
選択された合金線材を巻きつけ、その形状を保持させる方法を好適に使用できる。線材を
巻きまわしてできた一次コイルの外径は、前述の通り、φ０．２５０ｍｍから、φ０．５
００ｍｍが好適である。また一次コイルが形成された後、一次コイルの内腔部に伸張防止
用ワイヤーを配置してもよい。
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【００２９】
　本発明の生体内留置部材の製造方法では、特に一次コイルを中空状の鋳型内に挿入する
ことを特徴としているが、これによれば、性能の上で特殊な二次形状を付与したい場合な
ど、その特殊な形状に巻き取る等の複雑な作業を必要とせずに簡便に、また一次コイル上
に次々巻き取る様な工程も必要ないため一次コイルを傷めにくく安定して生体内留置部材
を製造することが可能となる。また、この製造方法によれば、中空状の鋳型の内部形状を
全体として三次元形状とすることにより、簡便に二次形状として三次元形状を有する生体
内留置部材を製造することが可能である。ここで、鋳型の内部形状について、「全体とし
て」とは、上記の生体内留置部材についての「全体として」との意味に対応した意味、即
ち、二次形状を形成する一次コイル各部分に対応する中空部分は各種配置を取り得るが、
その中空部分が連続して集まって形成される形状に着目することを意味する場合と、鋳型
の中空部分自体の形状に着目することを意味する場合とを含む概念である。
【００３０】
　前記鋳型の内部形状の三次元形状としては、各種形状を選択することが可能であるが、
様々な形状を有する動脈瘤に対し適用可能な生体内留置部材が得られる点で、全体として
略球形の鋳型を使用して、全体として略球形の生体内留置部材を製造することが好ましい
。ここで、鋳型の内部形状が全体として略球形である場合とは、生体内留置部材の二次形
状を形成する一次コイル各部分に対応する中空部分は各種配置を取り得るが、その中空部
分が連続して集まって形成される形状が略球形の内部形状を有する場合や、鋳型の中空部
分自体の形状が略球形の空間部分である内部形状を有する場合などが挙げられる。具体的
には、前者については図３および図５、後者については図４および図６に示される内部形
状が例示できる。また、前者については、前記生体内留置部材の外郭部に対応する中空部
分のみから構成され、前記外郭部に対応する部分の内部側には中空部分が配置されない構
造であっても良い。
【００３１】
　本発明において、中空状の鋳型の内部形状における三次元形状がソリッド形状ないしソ
リッド状であるとは、外郭に加え、外郭の内部にも広がりのある中実な形状を意味するが
、その対象が鋳型の内部形状であることから、内部形状の中空部分が外郭から内部に亘っ
て形成されていることを表す。即ち、中空状の鋳型の内部形状が、前述の生体内留置部材
の形状に対応した構造を有していることを表したものであり、前記内部形状が、前記生体
内留置部材の外郭部に対応する部分と、その外郭部に囲まれた内部に対応する部分を備え
ており、前記外郭部に対応する部分に加え、該外郭部に対応する部分の内部側にも種々の
位置に連続した中空部分が配置された形状であることを意味したものである。また、この
ような内部形状の全体構造を中実な形状とも称する。
【００３２】
　また、本発明の生体内留置部材の製造方法によれば、鋳型の内部形状が全体としてソリ
ッド形状である鋳型を使用することで、従来のマンドレル上などに巻き取る方法とは異な
り、三次元形状が特に全体としてソリッド形状である生体内留置部材を製造することが可
能となる。
　また、鋳型の内部に入れ子状のコアを配置することで、逆に外郭部分のみからなる三次
元形状の生体内留置部材を簡便に製造することも可能である。この場合、鋳型の外型に所
望の内部形状となるように溝を設けても良いし、前記コア側に前記溝を設けても、また両
方に対応する溝を設けても良い。
【００３３】
　本発明の生体内留置部材の製造方法で使用する鋳型、例えば、全体として三次元形状を
有する内部形状、特に、全体として略球形、或いは全体としてソリッド形状である鋳型の
内部形状は、各種方法で形成することが可能である。
【００３４】
　第１の方法として、折り曲げたチューブの内部ルーメンにより形成することが可能であ
る。その一例を図３に示す。図３の鋳型１０は、一本の連通するチューブ１３を折り曲げ
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て形成され、かつチューブ１３の一部により構成される外郭部分１１と、外郭部分１１の
内側に配される内部部分１２とを有して構成されている。特にチューブの折り曲げ構造は
制限されないが、生体内留置部材を出し入れする際に結び目を生じにくい形状が好ましい
。特に図３の例では、径が変化する螺旋状のループから構成される外郭部分１１と、外郭
部分１１の内側に、外郭部分１１の略中心部分１２ａにおいて交差するように複数のアレ
イ状のループを配置して構成される内部部分１２とを、一本のチューブを順次折り曲げて
作製したものとなっている。
【００３５】
　尚、鋳型１０を構成するチューブ１３の材質は、金属および耐熱性ガラスを採用できる
が、例えばステンレス、銅、アルミニウム、石英ガラスが望ましい。また、チューブ１３
の内径は、一次コイル５の外径より少し大きいサイズを選択する事になるが、次工程とな
る加熱する工程の間、チューブ１３内部の一次コイル５が容易に移動しないことが必要で
あり、一次コイルの外径が前記の好適な範囲の場合には、好適にはφ０．３００ｍｍ～φ
０．５５０ｍｍである。そして、この場合、一次コイル５は、チューブ１３の内壁面との
摩擦力により固定されるため、特に一次コイル５と鋳型１０とを固定するための手段が必
要なく、鋳型１０を除き、一次コイル５に固定部材や手などに接触することが無いため、
最終的に得られる生体内留置部材２の損傷や汚染のリスクを低減できる。また、チューブ
１３は、一次コイル５を挿入するため、一端に開口部１３ａを有していることが必要であ
るが、次工程の加熱する工程を減圧下、不活性ガス雰囲気下又は還元性ガス雰囲気下で行
う場合、鋳型内のガス置換を容易にするため、他端にも開口部１３ｂを設けることが好ま
しい。また、球形部分の大きさは、作製するコイルに必要とされる大きさから選択すれば
良いが、好適には直径２ｍｍから、２０ｍｍである。
【００３６】
　また、第２の方法として、フラスコ状に膨らませた鋳型を使用することも可能である。
その一例を図４に示す。この場合、第１の方法に比べ、コイルの形状は一般にランダムに
配置されることとなる。図４の鋳型は、チューブ１５および１７と、チューブ１５、１７
と連通する内部が略球形状に形成された略球形状体１６とから構成されている。チューブ
１５、１７、および略球形状体１６を構成する材質、略球形状体１６の大きさ、チューブ
１５、１７の内径は鋳型１０と同様に形成することができる。特に、フラスコ状に膨らま
せた鋳型の略球形状体１６は、血管閉塞用具が置かれ得るべき動脈瘤に類似のサイズであ
ることが望ましい。好適には直径２ｍｍから、２０ｍｍである。尚、第２の方法では、鋳
型の内部に入れ子状のコアを配置することで、外郭からなる三次元形状の生体内留置部材
を簡便に製造することも可能である。
【００３７】
　また、第３の方法として、溶融、溶出等の方法で容易に除去可能な材料を用いて鋳型の
内部形状の模型を作成し、これを鋳型とする材料に包埋した後、模型部分を除去して鋳型
を形成することで、第１の方法と同様に毎回同一形状を付与可能な鋳型を形成することも
可能である。
【００３８】
　尚、一次コイル内腔部に伸張防止用部材を配置する場合、伸張防止用部材をコイルの熱
処理後に設置すると、伸張防止用部材の剛性によりコイルの変形が起き易いため、一次コ
イルを中空状の鋳型内に挿入する時点で伸張防止用部材がその内部に配置され、コイルの
熱処理と同時に伸張防止用部材の熱処理が行われ、コイルの形状に沿った形に形状記憶さ
せることが好ましい。また、鋳型から一次コイルを取り出す工程で、コイルを傷めること
を防止することも可能である。
【００３９】
　図５、６は、それぞれ図３、４の鋳型の内部に、一次コイル５を挿入している最中（ａ
）、挿入し終えた状態（ｂ）を表す模式図である。尚、図示していないが、一般に細径の
チューブに一次コイルを挿通することは困難であることから、特に第１の方法や第３の方
法では（以下、第１の方法に当てはめて説明するが、第３の方法も同様である。）、予め
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チューブ１３内に、開口部１３ａから１３ｂに渡り細糸を通しておき、この細糸の一端に
一次コイルを仮留めした後に、細糸の他端を引っ張ってチューブ１３内に一次コイルを挿
通する方法が好適に使用できる。
【００４０】
　一次コイルおよび、または鋳型を加熱する工程では、各種方法で一次コイルおよび、ま
たは鋳型を加熱することが可能であるが、例えば図７に示すような、赤外線集光型の熱処
理炉１８を好適に用いることができる。これはハロゲンランプ等の光源１９から発せられ
た光をミラー２０により集光し対象物を加熱するもので、通常のオーブンは熱源からの輻
射熱や対流熱により炉内温度を上昇させ、対象物およびそれらを固定したマンドレル等を
加熱するため、熱容量の影響により昇温に時間が掛かるうえ、さらに、冷却の際にも熱容
量が大きいため対象物が冷めにくく結果として製造に時間が掛かるといった問題があるが
、赤外線集光型の熱処理炉では赤外線を集光させることで、対象物を集中的に加熱できる
ため、通常のオーブンに比べ加熱時間は短く、１０分から３０分で熱処理が完了し、オー
ブンを使用する場合に比べ大幅に製造時間を短縮することが可能である。
【００４１】
　一方、加熱温度は、コイルを構成する材料により異なるが、４００℃から、６００℃の
範囲が好適である。また、加熱の際には内部を真空ポンプ２１で排気し、清浄なガス２２
を導入することで、不純物の少ない環境下で熱処理が行われることが好ましい。加熱時の
酸化進行防止の観点から置換ガスは不活性なガスを用いることが望ましく、例えば、ヘリ
ウム、ネオン、アルゴン、窒素、クリプトン、キセノンから選択されるのが好適である。
また、加熱時の酸化進行防止と共に、既に酸化している部分を意図的に元の還元状態に戻
す場合には、水素などの還元性ガスを用いることもできる。さらに加熱後は上記ガスを炉
内に流すことで急速冷却を行い、短時間で熱処理を行うことも可能である。
【００４２】
　また、各鋳型に例えば図３、４における１３ａ、１５ａ等の開口部が設けられている場
合、炉内で加熱を行う間、鋳型の内部を真空および所望のガス雰囲気に置換することがで
きる。これにより不純物の少ない環境下で熱処理が行われるため、非常にクリーンかつ安
定的な処理が行える。
【００４３】
　また、一次コイルおよび、または鋳型を加熱する工程の後に、鋳型からコイルが取り出
され、コイル（生体内留置部材）が、鋳型により賦形された二次形状に自己復帰させられ
、これにより、生体内留置部材を得ることができる。この様にして得られた生体内留置部
材は、図３、或いは図４等に示す鋳型の内部形状に応じ、自身が全体として三次元形状、
全体としてソリッド状の三次元形状等の各種形状を記憶しており、動脈瘤内により安定に
着座させることが可能な血管閉塞用具として使用することが可能である。
【実施例】
【００４４】
　（実施例１）
　素線径φ０．０４５ｍｍのプラチナ合金の線材を、芯金の周りに巻きまわし、外径φ０
．２５０ｍｍの一次コイルを作製した。この一次コイルは基端および末端が連通する内腔
を有し、ほぼ直線状の構造であった。次に図２に示したように、該一次コイル内腔部に伸
張防止用のワイヤーとして上記一次コイルと同材質のφ０．０１０ｍｍのプラチナ合金ワ
イヤーを挿入し、先端部をレーザー溶接によりコイル（頭部）と固定した。
【００４５】
　この様にして作製した一次コイルを、図４で示した略球形状体１６（フラスコ状）を有
する鋳型（石英ガラスチューブにて成型したもので、内部形状は略球形の中空部分により
構成されたものである。）に挿入した。図６に示したように、チューブの開口端１５ａよ
り一次コイルを徐々に押し入れ、略球形に成型した部分にセットした。このとき、略球形
部分の直径は８ｍｍとした。
【００４６】
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　一次コイルがセットされた上記チューブを加熱炉内に固定し、内部を排気ポンプにて減
圧した。その後、雰囲気ガスとして窒素ガスを流入し、窒素ガス雰囲気下にて熱処理を行
った。熱処理温度は、１分間で室温から５００℃まで昇温、その後１０分間５００℃で保
持した。冷却後、チューブを炉内から取り出し、さらに鋳型から一次コイルを引き出し、
生体内留置部材を作成した。
【００４７】
　（実施例２）
　実施例１と同様に一次コイルを作製後、図３で示した折り曲げたチューブの内部ルーメ
ンにより形成した、全体として略球形で、かつソリッド形状の内部形状を有する鋳型に前
記一次コイルを挿入した。チューブは外径０．８ｍｍ、内径０．４ｍｍの銅製チューブを
使用した。チューブの開口端１３ａより一次コイルを徐々に押し入れ、略球形に成型した
部分にセットした。このとき、略球形部分の直径は１０ｍｍとした。また、実施例１と同
様の方法で熱処理、冷却後、鋳型から一次コイルを引き出し、生体内留置部材を作成した
。
【００４８】
　（評価）
　上記実施例１および２にて作製した生体内留置部材を、透明なシリコーン製の動脈瘤モ
デルに挿入し、その留置状態を評価した。動脈瘤モデル内にマイクロカテーテルを挿入し
た後、上記方法によって作製した各生体内留置部材を、マイクロカテーテルを通して瘤内
に配置した結果、カテーテル先端部より放出されると全体として略球形の形状（三次元形
状で、なおかつソリッド形状であった）を維持し、動脈瘤内で安定していることを確認し
た。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】血管閉塞用具の概略図である。
【図２】一次コイルの断面図である。
【図３】本発明において使用される鋳型の一実施例を示した図である。
【図４】本発明において使用される鋳型の他の実施例を示した図である。
【図５】図３に示す鋳型内に一次コイルを挿入する過程を示した図である。
【図６】図４に示す鋳型内に一次コイルを挿入する過程を示した図である。
【図７】熱処理炉の概略図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　血管閉塞用具
　２　生体内留置部材
　３　デリバリーワイヤー
　３ａ　先端部
　４　基端側
　５　一次コイル
　６　線材
　７　内腔部
　８　伸張防止用ワイヤー
　９　末端側
　１０　鋳型
　１１　外郭部分
　１２　内部部分
　１２ａ　略中心部分
　１３　チューブ
　１３ａ、１３ｂ　開口部
　１４　鋳型
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　１５　チューブ
　１５ａ　開口部
　１６　略球状体
　１７　チューブ
　１７ａ　開口部
　１８　熱処理炉
　１９　光源
　２０　ミラー
　２１　真空ポンプ
　２２　ガス
　２３　ランプコントローラー

                                                                                

【図１】

【図２】

【図３】
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